
静岡県告示第10号

田子の浦港内における公有水面埋立てについては、公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第22条第１項

の規定により竣功認可したので、同条第２項の規定により告示する。

令和７年１月10日

田子の浦港港湾管理者 静岡県

代表者 静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

１ 竣功認可の年月日

令和７年１月６日

２ 竣功認可を受けた者の住所及び氏名

(1) 住 所 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

(2) 氏 名 静岡県

(3) 代表者 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

静岡県知事 鈴木 康友

３ 埋立区域

(1) 位置

静岡県富士市依田橋字三ツ又772、773 の地先公有水面

(2) 区域

次の各地点のうち①の地点から②の地点を結ぶ令和４年の秋分の満潮位（D.L.＋1.79m）における公有

水面と陸地との境界線、②の地点から③の地点を結ぶ令和２年４月３日付け静岡県告示第302号で竣功認

可の告示がされた埋立地と公有水面との境界線（平成24年春分の満潮位D.L.＋1.65mより決定）、③の地

点から⑤の地点までを順次に結ぶ昭和53年８月25日付け静岡県告示第815号で竣功認可の告示がされた埋

立地と公有水面との境界線（昭和50年秋分の満潮位D.L.＋1.80mより決定）、⑤の地点と①の地点を結ぶ

令和４年の秋分の満潮位（D.L.＋1.79m）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域。

①の地点 田子の浦港西防波堤灯台

(北緯35 度08 分04.059 秒 東経138 度41 分52.456 秒)

から 358 度13 分19 秒 1402.36ｍの地点

②の地点 ①の地点から 294 度53 分53 秒 11.09ｍの地点

③の地点 ②の地点から 24 度38 分23 秒 3.65ｍの地点

④の地点 ③の地点から 116 度08 分26 秒 0.69ｍの地点

⑤の地点 ④の地点から 113 度45 分18 秒 10.42ｍの地点

４ 埋立ての面積

41.57 平方メートル

５ 埋立ての免許の年月日及び番号

(1) 公有水面埋立免許

免許年月日 令和５年10月６日

免許番号 港企第107号



(2) 工事着手期間伸長許可

許可年月日 令和６年３月11日

許可番号 港企第199号

６ 公有水面埋立法第22条第3項の市町村

富士市


